
 
 

 

 

 

１．目 的 

令和６年度の期首から改正労働基準法が施行されておりますが、働き方改革の一環

として労働時間の上限規制などを含む労働基準法の改正点の概要説明とともに組合

組織や中小企業が留意しておくべき労働関係法令の運用に関する事柄について、より

理解を深めていただくことを目的として、下記のとおりＷＥＢ併用のハイブリッド形

式によるセミナーを開催します。 

 

２．開催日時及び場所 

  日 時  令和６年１１月２６日（火）１４：００～１６：００ 

場 所  草津市 クサツエストピアホテル ２階「瑞光の間」 

 

３．内 容 

テーマ  労働基準法の改正等について 

講 師  パール社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 板谷 喜一 氏 

 

４．お申込み 

１１月２１日（木）までに別紙の参加申込票にて、ＦＡＸ又はメール送信をお願いし

ます。 

 

５．備  考 

・ＷＥＢ参加については、セミナーの前日までにはウェビナーＵＲＬおよびセミナ

ー資料をメール送信いたします。そちらに記載されたウェビナーＵＲＬからご参

加ください。 

※セミナー前日になってもメールが届かない場合は、下記まで連絡をお願いしま

す。 

 

 

 

お問い合わせ・お申し込み先 

  滋賀県中小企業団体中央会 指導課 （担当：松田） 

ＴＥＬ ０７７（５１１）１４３０ 

ＦＡＸ ０７７（５０２）０１１１ 
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